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「パチンコ等の遊技機用表示灯」事件 
 

H25.09.26判決 大阪地裁 平成 23年（ワ）第 14336号 

意匠権侵害差止等請求事件：請求認容 

 

部分意匠の意匠権侵害に関する裁判例 
担当弁理士：石川 克司  

 

 

 部分意匠にかかる登録意匠に類似する製品を製造・販売等をしているとして、被告に対し、上
記意匠権に基づき、被告製品の差止めと、損害賠償の請求が認められた事例。 

 

概要 

［原告の意匠登録］ 

①本件意匠部分１     ②本件意匠部分２ 

（第１３７５１２８号） （第１３７５１２９号） 

【意匠に係る物品】    【意匠に係る物品】 

「遊技機用表示灯」    「遊技機用表示灯」 

 

 

 

 

 

 

 

 

［原告の商品（原告ＨＰより）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［イ号物件（裁判所ＨＰより）］ 

①        ②   

 

 

 

 

 

 

 

［主な争点］ 

（争点１－２） 本件意匠部分１の登録は創作容易

なため無効にされるべきか 

（争点２－１） 被告意匠部分２は本件意匠部分２

に類似するか 

（争点２－２） 本件意匠部分２の登録は創作容易

なため無効にされるべきか 

［裁判所の判断］ 

（争点１－２） 本件意匠部分１の登録は創作容易

なため無効にされるべきか 

（１）本件意匠部分１は、その登録出願前に公然

知られた意匠である乙７意匠に基づき、当業者が

容易に創作することができた（意匠法３条２項）

もので、意匠登録無効審判により登録無効にされ

るべきものである（意匠法４８条１項１号）から、

意匠権１に基づく原告の権利行使は認められない

（意匠法４１条、特許法１０４条の３）。 

（２）乙７意匠 

 乙７文献は、平成１０年２月１０日に公開され

た公開特許公報であり、「遊技用表示装置」の発明

に関するものであるが、乙７文献には、以下のと

おり、遊技用表示装置のアナログ表示部５１に係

る意匠が開示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本件意匠部分１の形態は、同一の用途及び機能

を有する乙７意匠に係る表示部７１正面外表面の

形態を、ありふれた手法によってわずかに変更し

た上、遊技機用表示灯のカバー部として特段創作

性のない態様並びに位置、大きさ及び範囲を選択

したにとどまるものであるから、公然知られた意

匠である乙７意匠に基づき、当業者が容易に創作
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することができたといえる。 

 したがって、本件意匠部分１は、意匠登録無効

審判請求により登録無効にされるべきものと認め

られる。 

 

（争点２－２）本件意匠部分２の登録は創作容易

なため無効にされるべきか 

 略８の字状のセグメントを突出させることは、

遅くとも平成２０年１０月１８日に公表されたと

認められる商品に係る意匠として公然知られてい

たことこそ認められるものの、当該態様に係る証

拠はこの１つにとどまり、ありふれた態様であっ

たことを認定するに十分ではないことに照らせば、

液晶表示などでセグメントを突出させない態様こ

そがありふれたものであったとうかがわれる。 

 したがって、乙７意匠に係る表示面７１に配置

されたランプ７３を、「７個のセグメントが略８の

字状に２個横並びで突出して配置」との態様に置

換することは、上記の意匠を考慮しても、ありふ

れた手法ということはできない。 

 

（争点２－１）被告意匠部分２は本件意匠部分２

に類似するか 

（１） 意匠に係る物品について 

 被告製品は、パチンコ等の遊技機に直接接続さ

れるものではなく、被告が別に販売する呼出ラン

プに接続され、そこに表示される遊技機の情報を

連動表示するものであるが、他機器を介してとは

いえパチンコ等の遊技機に接続され、その数値情

報等を表示し、遊技者などに伝達するとの用途及

び機能を有することに違いはなく、本件意匠部分

２に係る物品と類似することは明らかである。 

（２） 本件意匠部分２の要部 

 本件意匠部分２に係る物品である遊技機用表示

灯は、パチンコ店等の事業主によって購入される

ものであるから、意匠の類否判断における「需要

者」（意匠法２４条２項）は、パチンコ店等の事業

主である。 

 本件意匠部分２に係る物品の需要者であるパチ

ンコ店等の事業主は、顧客である遊技者等が注意

を払う箇所も念頭に、「正面視が略横長長方形状で、

平面視で右辺から左辺に背面側へ傾斜」し、その

「傾斜する角度が前後方向の直線に対して約７

５°」であること、「正面視で左寄り部分に、７個

のセグメントが略８の字状に２個横並びで突出し

て配置」していることに最も注意を惹かれるもの

と認められる。 

（３）類否判断 

 本件意匠部分２と被告意匠部分２は、前記で認

定の要部において、その態様を共通とするもので

ある。 

 すなわち、両意匠部分は、いずれも、正面視に

おいて略横長長方形状で、平面視で右辺から左辺

に背面側へ傾斜している上、正面視で左寄り部分

に、７個のセグメントが略８の字状に２個横並び

で突出して配置され、周囲の６個のセグメントは

略横長台形状で、残りの１個のセグメントは略横

長六角形状である点を共通にしている。この点平

面視での傾斜角度及び正面視での縦横比率に若干

の違いはあるものの、その程度は微少で、美感を

異ならせるような差違ではなく、かえって、傾斜

角度及び縦横比率にこの程度の違いしかないこと

は、両意匠部分の類似性を根拠付けるものといえ

る。そして、要部でこそないものの、側面視で前

屈みに傾斜している点が同じであることも、両意

匠部分の美感の共通性を補強するものである。 

 

［検討］ 

（１）本判決は、原告が２件の部分意匠にかかる

意匠権に基づいて、差止・損害賠償の請求を行っ

たところ、裁判所は、1件の部分意匠につき、先行

意匠を理由に創作容易であるから無効と判断し、

他の 1 件の部分意匠について、裁判所は、権利を

有効と判断し、この部分意匠と被告意匠とを類似

するものと判断し、差止と損害賠償の請求を認め

た。 

（２）ここで、部分意匠は、需要者の注目する部

分や後発者が模倣し易い部分など、意匠のポイン

トを絞って権利化をするものである。 

 そして、部分意匠は、意匠全体として類似して

いなくとも、当該部分が類似しておれば、権利の

範囲に含まれるので、全体意匠に比べると、権利

の範囲は広いといえる場合もある。 

 一方で、部分意匠として出願を行った場合、先

行意匠の一部に、当該部分が開示されておれば、

新規性や創作容易等を理由に意匠登録を受けるこ

とができない場合がある。 

 

≪実務上の指針≫ 

 以上を踏まえて出願人の立場で検討すると、特

に部分意匠の場合、権利範囲がピンポイントなの

で、万が一、権利行使時などに相手方から公知資

料（無効理由）が示された場合、反論が難しい場

合もあると思われる。 

 そこで、部分意匠は、１の商品であっても、複

数の特徴があれば、複数の部分意匠での権利化を

検討すべきである。 

 また、意匠中に複数の特徴がない場合であって

も、例えば、①全体意匠と部分意匠を組み合わせ

て出願すること、②部分として切り取る部分（権

利を要求する範囲）を大・中・小とした階層的な

出願の検討が有効である。        以上 


